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生活交通に関する施策

○Ｈ１２年 ２月：貸切バス事業（道路運送法）、国内航空運送事業（航空法）の規制緩和

○同 ３月：旅客鉄道事業（鉄道事業法）の規制緩和

○同 １０月：国内旅客船事業（海上運送法）の規制緩和

○Ｈ１４年 ２月：乗合バス事業・タクシー事業（道路運送法）の規制緩和

○Ｈ１８年１０月：自家用有償旅客運送の登録制度の創設（道路運送法）

○Ｈ１９年１０月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行

○Ｈ２３年 ：「地域公共交通確保維持改善事業」創設

○Ｈ２６年１１月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」施行

 平成12年以降、乗合バスや鉄道等の需給調整規制を廃止し、新規参入規制を最低限にとどめ、
サービスの質・量は交通事業者の経営判断等に委ねることとなった。

 一方、「地域」が主体となって地域交通の最適なあり方を検討し、幅広い主体が連携して取り
組むために計画制度や支援制度等を整備してきたところ。

各事業の規制緩和等

地域公共交通活性化のための計画制度・支援策等

これまでの地域公共交通に関する政策について 北陸信越運輸局
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地域公共交通活性化再生法の制定（平成19年）

平成19年に地域公共交通活性化再生法を制定し、市町村が主体となって幅広い関係者の参加による
協議会を設置。

「地域公共交通総合連携計画」の策定を通じて、地域公共交通の維持･確保や利便性向上に取り組む
ことを促進する制度を整備。

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）

地域公共交通総合連携計画の作成・実施

市町村、公共交通事業者、道路管理者、
港湾管理者、公安委員会、住民等

協議会

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

・協議会への参加に対する応諾義務
・計画作成・変更等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

○ 地域公共交通の活性化・再生に関する計画
○ これまでに市町村により６０１の計画作成
○ ＬＲＴの整備、ＢＲＴの普及促進、地方鉄道の上下分離（自治体が施設を
所有する公有民営方式）等の計画について、地域公共交通特定事業に
より実効性を担保する措置（関連法の特例など）を講じ、一定の効果
（ＬＲＴの整備 ３件、鉄道の再構築 ４件 ※平成２６年１１月末時点）

北陸信越運輸局
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地域公共交通活性化再生法（平成26年）の改正

■平成26年に地域公共交通活性化再生法を改正し、①まちづくりと連携し、②面的な公共交通ネット
ワークを再構築するため、「地域公共交通網形成計画」を法定計画として規定。

■バス路線の再編等を実施する「地域公共交通再編事業」を創設し、その実施計画について国が認定
し、 法律・予算の特例措置を適用することにより、計画の実現を後押しする制度を整備した。

北陸信越運輸局
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地域が自らデザインする地域の交通 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成
・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成を努力義務化
⇒国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取組を更に促進 （作成経費を補助 ※予算関連）

・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）も
計画に位置付け
⇒バス・タクシー等の公共交通機関をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応
（情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）

・定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等
⇒データに基づくPDCAを強化

○地域における協議の促進

・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国が地方公共団体に通知

・通知を受けた地方公共団体は、新規参入等で想定される地域公共交通利便増進実施計画への影響等も踏まえ、
地域の協議会で議論し、 国に意見を提出

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

メニューの充実やPDCAの強化により、

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域公共交通網形成計画の策定状況

まちづくりと連携した
地域公共交通

ネットワークの形成

地域公共交通網形成計画（H26改正）

地域公共交通計画（今回改正後）

現行の目標（2020年度末500件）は達成

（件）

地域における
輸送資源の総動員

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

北陸信越運輸局
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機密性３情報
地域公共交通計画のイメージ

 地域にとって望ましい公共交通ネットワークのすがたを明らかにするマスタープラン
 地域における多様な輸送資源（自家用有償運送・福祉有償運送・スクールバス等）も計画に位置づける
 まちづくりや観光などの関連分野と連携しつつ、面的なネットワークの形成に係る事業を記載

公共交通ネットワークを具体化・明確化する計画

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

メニューの充実やPDCAの強化により、

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域公共交通網形成計画（H26改正）

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

地域公共交通計画（今回改正後）

まちづくりと連携し
た地域公共交通
ネットワークの形成

地域における
輸送資源の総動員

北陸信越運輸局
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機密性３情報

網形成計画・再編実施計画の策定状況（北陸信越運輸局管内）

※ いずれも令和２年７月末現在の情報。
（北陸信越運輸局交通政策部交通企画課調べ）

【参考】管内四県毎の法定計画の
策定数・率、策定予定数

地域公共交通網形成計画策定済み

地域公共交通計画着手予定（2年度）
※今後、追加の可能性がある。

地域公共交通計画策定意向（3年度～）
※今後、変更の可能性がある。

〔策定済〕
６６市町村

（うち３市は第２期
策定済み）

〔２年度着手予定〕

２７市町村
（うち２１市町村は
網計画から移行）

〔３年度以降の策定
意向あり〕

９市町（策定時期が
未定のものを除く）

網形成計画策定済
地域公共交通
計画着手予定 未策定

（～令和２年３月） （令和２年度）

新潟県 63.3％（19市町村） 5市 10市町村

長野県 40.2％（31市町村） 19市町村 44市町村

富山県 73.3％（11市町） － 4市町村

石川県 26.3％（5市町） 3市町 11市町
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